
変更なし

移　行

移　行

要
支
援
１
・
２
の
人
は

　
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
訪

問
介
護
と
通
所
介
護
は
新
し
い
総
合

事
業
へ
移
行
し
ま
す
。
な
お
現
在
、

要
支
援
の
認
定
を
受
け
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
て
い
る
人
は
、
３
月
以
降
も

同
様
の
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
福
祉
用
具
貸
与
、
訪
問
看

護
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
な
ど
の
在
宅
サ
ー

ビ
ス
も
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
と
し

て
今
ま
で
ど
お
り
利
用
で
き
ま
す
。

多
様
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

を
目
指
し
て

　
新
し
い
総
合
事
業
移
行
後
は
、
地

域
の
実
情
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　
今
後
は
、
既
存
の
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
に
加
え
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
住
民

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
民
間
事
業
者
な
ど

に
よ
る
高
齢
者
な
ど
の
集
い
の
場
や

見
守
り
、
ご
み
出
し
、
掃
除
な
ど
の

生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
取
り

組
ん
で
い
き
ま
す
。

対
象
と
な
る
障
害
の
あ
る
人
は

　
障
害
者
基
本
法
で
定
め
ら
れ
て
い

る
全
て
の
障
害
の
あ
る
人（
身
体
障

害
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
、
そ
の

ほ
か
心
身
の
機
能
の
障
害
が
あ
る
人

で
、
障
害
や
社
会
的
障
壁
に
よ
っ
て

継
続
的
に
日
常
生
活
や
社
会
生
活
が

困
難
に
な
っ
て
い
る
人
）で
す
。
障

害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
な
い
人
も
含

ま
れ
ま
す
。

障
害
を
理
由
と
し
た
差
別
と
は

●
不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い

　
正
当
な
理
由
も
な
く
障
害
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
、
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の

提
供
を
拒
否
し
た
り
制
限
し
た
り
、

障
害
の
な
い
人
と
違
う
扱
い
を
す
る

こ
と
で
す
。

●
合
理
的
配
慮
を
し
な
い
こ
と

　
障
害
の
あ
る
人
が
困
っ
て
い
る
と

き
に
、
そ
の
人
の
障
害
に
合
っ
た
必

要
な
工
夫
や
や
り
方
を
し
な
い
こ
と

で
す
。

差
別
を
さ
れ
て
困
っ
た
と
き
は

　
社
会
福
祉
法
人
ロ
ザ
リ
オ
の
聖
母

会
海
匝
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

　
市
で
は
、
障
害
者
虐
待
防
止
セ
ン

タ
ー
事
業
と
併
せ
、
障
害
者
差
別
に

関
す
る
相
談
窓
口
業
務
を
委
託
し
て

い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

高
齢
者
福
祉
課
介
護
保
険
班

☎
62
‐
５
３
０
８

旭
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
高
齢
者
福
祉
課
高
齢
者
班
内
）

☎
62
‐
５
４
３
３

新
し
い
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援

総
合
事
業
」
を
開
始
し
ま
す

障
害
の
あ
る
人
へ
の

差
別
を
な
く
そ
う
！

　
市
で
は
、
高
齢
者
の
介
護
予
防
・
生
活
支
援
の
充
実
を
図
る

た
め
、
３
月
１
日
（火）
か
ら
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事

業（
新
し
い
総
合
事
業
）を
開
始
し
ま
す
。

　
４
月
か
ら
「
障
害
を
理
由
と
し
た
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関

す
る
法
律（
障
害
者
差
別
解
消
法
）」
が
施
行
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
法
律
は
、
国
や
市
町
村
と
い
っ
た
行
政
機
関
や
、
会
社

や
店
な
ど
の
民
間
事
業
者
が
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
を
な
く

す
こ
と
で
、
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
分
け
隔
て
な
く
、
互

い
に
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
に
生
き
る
社
会
を
つ
く
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

社
会
福
祉
法
人
ロ
ザ
リ
オ
の
聖
母

会
海
匝
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

☎
60
‐
２
５
７
８

介護予防サービスが移行します

こ れ ま で

介護予防サービス
（全国一律のサービス）

要支援１・２の人

介護予防事業

福祉用具貸与・訪問看護
など

訪問介護・通所介護

一般介護予防事業など

福祉用具貸与・訪問看護など

○訪問型サービス
○通所型サービス
○生活支援サービス
○一般介護予防事業など

＊ 一般介護予防事業は、全ての高齢者が
利用できます。

介護予防サービス
（全国一律のサービス）

要支援１・２の人

新しい総合事業
 （市独自のサービス）

要支援１・２の人、事業対象者

３月１日～
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